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木材産業振興課                                   （単位：千円） 

 

事 業 名 

令和２年度 

 

当初予算額 

令和２年度 

 

最終予算額 

令和３年度 

 

当初予算額 

左 の 財 源  内  訳 

国庫支出金 特 定 財 源 一 般 財 源 

木材産業構造改善

事業費 
54,722 1,034,362 68,714 17,802 (諸)    453 50,459 

Ⅰ 林業・木材産業構造改善事業費（1,885千円 (一)1,885千円） 

１ 目的 

    競争力のある木材産地の形成と地域材の安定的な供給体制の整備等を行うために必要な調査を実施する。 

２ 内容 

木材統計調査委託 1,885千円 

   製材企業等の乾燥に関する施設等の現況調査及び乾燥材生産状況調査を委託する。 

   委 託 先：一般社団法人高知県木材協会 

契約方法：随意契約 

３ 令和２年度に実施した主な事業 

   木材統計調査 

 

Ⅱ 木材加工流通施設整備事業費（17,752千円 (国)17,752千円） 

  １ 目的 

交付金の活用により、木材加工施設等の整備の取組等に支援し、木材産業の再生を図る。 

    ２ 内容 

木材加工流通施設整備事業費補助金 17,752千円 

補 助 先：市町村等 

補 助 率：1/2以内 

 

Ⅲ 県産材加工力強化事業費（46,950千円 (一)46,950千円） 

１ 目的 

    県内製材業者の経営力の向上と加工力の強化、製材品の品質向上を図るため、事業戦略の策定・実践を支援

するとともに、事業戦略等の実践に必要な加工技術者の育成や製材関連施設の導入等に対して補助を行う。 

 

２ 内容 

 （１）事業戦略実践支援業務委託 24,750千円 

        策定した事業戦略の効果を高めるために、その実践や磨き上げに対する支援を委託する。 

委 託 先：NBCコンサルタンツ株式会社 

委託方法：随意契約 

   （２）県産材加工力強化事業費補助金 22,200千円 

①加工力強化推進事業 

補助内容：技術者の育成、事業戦略の策定及び実践等 

補 助 先：県内製材業者 

補 助 率：1/2以内 

②加工力強化整備事業 

補助内容：県内製材業者が導入する製材関連施設等 

補 助 先：県内製材業者 

補 助 率：1/2以内または1/3以内 

３ 令和２年度に実施した主な事業 

     事業戦略の策定   ３社 

     事業戦略の実践支援 ８社 

     加工力強化推進事業 ２社 

     加工力強化整備事業 製材加工施設 ３箇所 

 

Ⅳ 事務費 （2,127千円 (諸)453千円 (一)1,624千円 (国)50千円） 
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 木材産業振興課                                    （単位：千円） 

 

事 業 名 

令和２年度 

 

当初予算額 

令和２年度 

 

最終予算額 

令和３年度 

 

当初予算額 

左 の 財 源  内  訳 

国庫支出金 特 定 財 源 一 般 財 源 

県産材外商推進 

対策事業費 

 

     116,311 

 

343,371        118,954 46,736 (諸)    5     72,213 

  

Ⅰ  県産材外商推進対策事業費 ( 99,636千円 (国)45,667千円 (諸)5千円 (一)53,964千円 ) 

    １ 目的 

本県の豊富な木材資源を活用するためには、県外への販路拡大が不可欠である。 

このため、市場における土佐材の知名度向上、県外工務店や木材流通業者等とのネットワーク形成など

の取り組みを通じて、販売を促進する。 

 

    ２ 内容 

  （１） 土佐の木の住まい普及推進事業費補助金 ( 12,706 千円 (国)6,353 千円 (一)6,353 千円 ) 

  県外において、県産材を使用した住宅等の建築に携わる工務店等を土佐材の普及協力企業（パートナ

ー）として登録し、その普及活動等を条件に、県外で建築された木造住宅等の土佐材使用量等に応じて

助成する。 

補助先：県外で木造住宅等の建築又は納材に携わる工務店、設計事務所、住宅関連企業等で組織

するグループ等、協働の森協定企業又は包括協定締結企業（木に親しむ空間づくり事業

のみ） 

補助額：〔定額〕一般住宅等     5,000円/㎥（５㎥/戸以上使用、上限1,000千円/企業） 

         非住宅建築物    10,000円/㎥（10㎥/戸以上使用、上限1,000千円/企業） 

                  モデル住宅     15,000円/㎥ 

（10㎥/戸以上使用、１年以上展示、上限1,000円千円/企業） 

         リフォーム・内装  1,000円/㎡ 

（30ｍ²/戸以上使用、上限1,000千円/企業） 

※上限は、一般住宅等と合算して適用 

         県産品贈呈     3,000円以内/世帯（上限100千円/企業） 

  〔定率〕木に親しむ空間づくり 木製品等購入経費の３割以内 

（上限1,000千円/企業、下限15,000円/1申請） 

補助条件：土佐材パートナー企業に登録（協働の森協定企業、包括協定締結企業を除く）し、    

土佐材のＰＲ活動を行うこと 

補助期間：Ｈ22～Ｒ３ 

 

  （２）土佐の木販売促進事業費補助金 ( 7,484千円 (国)3,742千円 (一)3,742千円 ) 

土佐材流通促進協議会が開催する土佐材に関する商談会及び展示会などにより、｢土佐の木｣の知名度

向上と販路拡大を図る。 

補 助 先：土佐材流通促進協議会 

補 助 率：1/2以内 

補助期間：Ｈ22～Ｒ３ 

 

（３）県産材需要拡大サポート事業委託 ( 59,951 千円 (国)29,975 千円 (一)29,976 千円 ) 

県産材製品の外商促進に向け､施主や建築士等への積極的な提案活動や非住宅建築物に関する提案・

相談窓口の設置による販路の拡大、出荷体制の強化に向けた県内企業のサポートに関する業務を委託す

る。新たにTOSAZAIセンター関西駐在員１名を配置し、withコロナに対応した消費地ニーズの掘り起こ

しなどで県内企業とのマッチング機能を強化する。 

       委 託 先：一般社団法人高知県木材協会 

契約方法：随意契約 
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 木材産業振興課                                    （単位：千円） 

 

  （４）販売拡大拠点設置事業費補助金 ( 11,194 千円 (国)5,597 千円 (一)5,597 千円 ) 

土佐材の消費地への輸送の効率化及び土佐材住宅の建築工程等に応じた配送等による販路拡大を図る

ため、消費地に流通拠点を設置する。 

       補 助 先：土佐材流通促進協議会 

補助対象経費：流通拠点での賃借料、土佐材の保管、管理、荷降ろし、荷捌き、配送経費、流通拠

点との連絡調整等に要する経費 

 補 助 率：定額 

邸 別：土佐材１㎥当たり5,000円（８万円以内/棟） 

ロット：土佐材１㎥当たり1,000円（ただし、新規拠点は2,000円） 

   補 助 期 間：Ｈ22～Ｒ３ 

 

  （５）負担金 ( 210 千円 (一)210 千円 ) 

      展示会出展負担金、経済同友会関係負担金 

 

  （６）事務費等 ( 8,091千円 (諸)5千円 (一)8,086千円 ) 

県内の木材業界団体と連携し、県の信用力を活用した販路開拓を実施 

その他事業実施を推進する経費など 

 

３ 令和２年度に実施した主な事業 

土佐の木の住まい普及推進事業  

土佐材パートナー登録企業６社（累計134社）、助成実績151件 

商談会・産地セミナー開催の支援   

県外５回（大阪府、香川県など）、県内13回（関東、関西地方などから） 

展示会開催の支援 

11回（茨城県など） 

消費地の販売拡大拠点（流通拠点）の設置  

関東７、中部７、関西９、中国２、四国１、九州２ 計28箇所 

販売拡大拠点について県外企業と面談 

商談会に参加した県外企業等への営業 

 

Ⅱ 土佐材販売力抜本強化事業費 ( 10,993千円 (国)1,069千円 (一)9,924千円 ) 

１ 目的 

原木の増産と木材加工力の強化により増加する土佐材製品について、県外で大規模に販売するための仕組

みづくりを支援し、地産外商を拡大する。 

 

 ２ 内容 

（１）県産材共同輸送推進事業費補助金 

（※新しい木材流通拠点整備事業費補助金と県産材販売促進検証事業費補助金・土佐の木販売促進事業費

補助金の一部を統合） 

土佐材販売力抜本強化プロジェクトチームが中心となって行う、土佐材の県外消費地への定期便輸送

事業及び安定的な輸送体制の構築に要する経費に対して助成する。 

補 助 先：県内木材センター 

補 助 率：定額   トレーラー便（関東3,000円/㎥、東海2,500円/㎥、近畿2,000円/㎥） 

          トラック便（東海2,000円/㎥、近畿1,500円/㎥） 

     1/2以内 体制構築に要する経費 

事業期間：Ｒ３～Ｒ５ 

 

３ 令和２年度に実施した主な事業 

新しい木材流通拠点整備事業費補助金高知木材センターに県外販売窓口を担う体制を構築するための経

費を補助 

県産材販売促進検証事業費補助金 

定期便輸送 関東 55便、東海 ０便、近畿 ７便 
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 木材産業振興課                                    （単位：千円） 

 

Ⅲ 県産材輸出促進事業費 ( 2,000千円 (一)2,000千円 ) 

１ 目的 

経済発展や人口増加等により木材需要の増加が見込まれる国等に対し、県内事業者が行う営業活動等を

支援し県産材の輸出を促進する。 

 

 ２ 内容 

（１）県産材輸出促進事業費補助金 2,000千円 

海外での販路拡大を図るための営業・商談、トライアル出荷、見本市出展、モデルルーム等でのPR等

に要する経費に対して助成する。 

補 助 先：土佐材流通促進協議会及びその構成員 

補 助 率：1/2以内 

事業期間：Ｈ28～Ｒ３ 

 

３ 令和２年度に実施した主な事業 

     新型コロナウイルス感染症の影響により、台北国際建築建材展など渡航を伴う取組ができず申請なし 

 

Ⅳ オリンピック・パラリンピック東京大会県産材活用事業費 ( 2,968千円 (-)2,968千円 ) 

  １ 目的 

2021年に開催されるオリンピック・パラリンピック東京大会の選手村ビレッジプラザ解体後に返却され

る木材の運搬、保管及び再利用のための木材加工に係る企画・設計を委託する。 

 

２ 内容 

（１）オリンピック・パラリンピック東京大会県産材活用事業委託 2,448千円 

木材の運搬・保管に係る経費、木材の加工に係る企画・設計費用 

     

（２）事務費 520千円 

 

３ 令和２年度に実施した主な事業 

   返却されるＣＬＴの活用方法検討会の開催 １回及び個別ヒアリング 

オリンピック・パラリンピック東京大会の延期により、委託業務を取りやめ令和３年度に再計上 

 

Ⅴ 災害対応用木材供給体制構築事業費 ( 3,357千円 (-)3,357千円 ) 

  １ 目的 

南海トラフ地震等の災害が発生した場合に、短期間で木造応急仮設住宅の建設ができるように、発災時

には速やかに木材を供給できる体制を維持するための管理等を委託する。 

 

２ 内容 

（１）災害対応用木材管理委託 2,598千円 

高知県産材を生かした木造応急仮設住宅の建設に必要な製材品を速やかに供給するために、備蓄して

いる主要構造材の管理を連携協定に基づいて委託 

委 託 先：協同組合高幡木材センター、協同組合西部木材センター 

契約方法：随意契約 

 

（２）事務費 759千円 

  

３ 令和２年度に実施した主な事業 

災害対応用木材供給推進事業費補助金 

木造仮設住宅の主要部材である製材品を備蓄するテント倉庫の整備に対して支援 

（協同組合西部木材センター） 

災害対応用木材確保事業委託 

 備蓄材の調達・保管等を委託（協同組合西部木材センター） 
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  木材産業振興課                                                              （単位：千円） 

事 業 名 

令和２年度 

 

当初予算額 

令和２年度 

 

最終予算額 

令和３年度 

 

当初予算額 

左 の 財 源  内  訳 

国庫支出金 特 定 財 源 一 般 財 源 

 

地域林業総合支援

事業費 
    11,500     11,500 10,327    10,327     

 

１ 目的 

      森林・林業を核とした地域振興に資する取組の中で､緊急性かつ事業効果の高い取組を総合的に支援する｡ 

 

 ２ 内容 

 （１）地域林業総合支援事業費補助金 

事業主体：市町村等、広域活動団体、林業事業体等、森林所有者（ただし、作業道整備事業に限る。） 

補 助 先：市町村等、広域活動団体及び知事が特に認めたもの 

補 助 率：1/2以内（ただし､林業機械は1/3以内又は4/10以内｡作業道整備は区分毎、購入したシキミ苗の植

栽160円/本､購入したサカキ苗の植栽150円/本､シキミ・サカキ園の改良100千円/ha､きのこ原木

150円/本及びきのこ種駒等購入額の1/2以内｡） 

     事業の流れ 

市町村等 

広域活動団体 

知事が特に認めたもの 

 

林業(振興)事務所 

 

木材産業振興課 

 

 

 

（市町村等及び知事が 

特に認めたもの） 

 

 

（広域活動団体） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 令和２年度に実施した主な事業 

GNSS端末一式の導入（四万十市、いの町、四万十町） 

油圧アームスエージャーの導入（土佐町） 

本線、テール線取巻ドラムの導入（大川村） 

レーザーコンパスの導入（大豊町） 

キャレッジ、特殊滑車の導入（黒潮町） 

衛星電話の導入（高知県素材生産業協同組合連合会） 

木炭用原木の伐採・搬出に必要な作業道の開設（室戸市、大月町） 

シイタケほだ木の生産に必要な作業道の開設（津野町） 

乾燥機の導入（香美市、大豊町） 

シイタケ用スライサーの導入（香美市） 

シキミ苗の購入（大豊町） 

きのこ原木、シイタケ種駒、きのこ種菌及び成型菌の購入（四万十市、大豊町、本山町、いの町、四万十町）  

 

事業の実施 

事業効果の発現 

広域活動団体 

 

事業計画の審査 

事業採択（優先順位） 

予算執行の決定 

市町村等及び知事が 

特に認めたもの 

補助金内示 

交付決定 

支払等 

事業の実施 

事業効果の発現 

実施計画協議書の提出 

補助金内示 

交付決定 

支払等 

（内定） 

ヒアリング等の実施 

審査表の提出 
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 木材産業振興課                                                               （単位：千円） 

 

事 業 名 

令和２年度 

 

当初予算額 

令和２年度 

 

最終予算額 

令和３年度 

 

当初予算額 

左 の 財 源  内  訳 

国庫支出金 特 定 財 源 一 般 財 源 

特用林産振興対策 

事業費 
     10,989      10,989       12,992    2,527       

 

 

           

      10,465 

 

Ⅰ 特用林産人材育成事業費（ 1,299千円 (一)1,299千円 ) 

１ 目的 

特用林産の振興を加速的に進めるため、関係機関の連携強化を推進し、新規参入者を含めた多様な人材

育成及び栽培マニュアルの発行、活用を図り、中山間地域の活性化を推進する。 

 

２ 内容 

（１）研修等負担金  50千円 

（２）事務費    1,249千円 

 

３ 令和２年度に実施した主な事業 

きのこアドバイザー研修            １名 

林業技術職員等研修（林野庁主催特用林産研修） １名 

イタドリ栽培・加工指針編集発行 

特用林産推進チーム会開催           ３回 

 

Ⅱ 特用林産物成長拡大支援事業費（ 9,166千円 (一)9,166千円 ) 

１ 目的 

県内の主要な特用林産物について生産、管理体制推進を支援する。また、今後の生産が期待できる品目

については、国内外から情報を収集し、新需要創出を図っていく。さらに、販促展示会等の出展によりマ

ッチング機会を提供し、販売促進を図ることにより中山間地域の活性化を推進する。 

 

２ 内容 

（１）特用林産物生産統計調査業務委託料 3,188千円 

特用林産物生産統計調査（統計法に定められた一般統計調査）を委託する。 

 委 託 先：未定 

契約方法：指名競争入札 

 

（２）土佐備長炭ブランド化推進事業委託料 1,120千円 

土佐備長炭の品質、規格、原木の循環利用を推進するための研修会の開催（５回）を委託する。 

 委 託 先：高知県木炭振興会 

契約方法：随意契約 

 

（３）リーフレット作成委託料 1,008千円 

県内主要特用林産物の取材及び紹介リーフレットの作成編集を委託する。 

 委 託 先：未定 

契約方法：指名競争入札 

 

（４）事務費等 3,850千円 

 

  ３ 令和２年度に実施した主な事業 

        特用林産物生産統計調査委託 

土佐備長炭ブランド化推進事業委託 
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 木材産業振興課                                                               （単位：千円） 

 

 

Ⅲ 特用林産技術指導デジタル化推進事業費（ 2,527千円 (国)2,527千円 ) 

１ 目的 

社会構造の変化に伴い各分野で電子端末の活用が進められていることから、電子的な専門図書、マニュ

アル、動画をオンライン及びタブレット端末に収録して活用することにより、最新の情報を用いて接触機

会を削減した効率的な技術指導の実践を可能にする。 

 

２ 内容 

（１）栽培技術映像マニュアル等作成委託 2,527千円 

県内の主要特用林産物に関する栽培技術マニュアル動画の作成編集を委託する。 

委 託 先：未定 

契約方法：指名競争入札 
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 木材産業振興課                                    （単位：千円） 

 

事 業 名 

令和２年度 

  

当初予算額 

令和２年度 

 

最終予算額 

令和３年度 

 

当初予算額 

左 の 財 源  内  訳 

国庫支出金 特定財源 一般財源 

県産材用途拡大

事業費 
52,172 71,635 79,266 30,000  49,266 

Ⅰ ＣＬＴ等木造建築促進事業費 ( 46,320千円 (一)46,320千円 ) 

１ 目的 

新素材であるＣＬＴ等を活用した木造建築や低層非住宅の木造建築を推進するため、普及・技術取得及

びＣＬＴ等木造建築の設計に係る経費や、非住宅木造建築の研修会の開催に対し支援する。 

 

２ 内容 

（１）ＣＬＴ普及促進事業費補助金 10,349千円 

ＣＬＴ建築普及事業、ＣＬＴ技術取得事業、ＣＬＴ建築推進事業、協議会活動推進事業に係る費用に

対して助成する。 

①ＣＬＴ建築普及事業：フォーラムの開催（東京１回 高知１回）、ＣＬＴ建築動画制作 

②ＣＬＴ技術取得事業：技術セミナーの開催（１回）、現地研修会の開催（２回） 

③ＣＬＴ建築推進事業：プロジェクト検討・支援 

補 助 先：ＣＬＴ建築推進協議会 

     補 助 率：定額 

 

（２）非住宅建築物木造化促進事業費補助金 35,971千円 

ＣＬＴ建築物及び非住宅木造建築物の設計に係る費用､また非住宅木造建築の研修費に対して助成する｡  

①ＣＬＴ建築物の設計    ４施設 

②非住宅木造建築物の設計 ５施設  

③非住宅木造建築の研修  １回 

④非住宅木造建築物のモニタリング調査 

     補 助 先：①② 建築主体、③④ 高知県林業活性化推進協議会 

     補 助 率：①② 設計費の1/2以内（①上限5,000千円 ②上限3,000千円） ③④定額 

 

３ 令和２年度に実施した主な事業 

ＣＬＴフォーラムの開催    １回  ＣＬＴ建築物の設計補助     ３棟 

ＣＬＴ技術取得事業          非住宅木造建築物の設計補助   ６棟 

現地研修会の開催 １回        ＣＬＴディテール集作成   3,000部 

技術セミナーの開催 １回      技術報告書作成         100部 

非住宅木造建築物の研修   １回    非住宅建築物の木質化       ２棟 

非住宅建築物への木製品の導入 ２件 

 

Ⅱ 非住宅建築物県産材利用促進事業費  （ 30,000千円 (国)30,000千円 ） 

１ 目的 

     コロナ禍により、先行きに不透明感のある木材需要を拡大するため、非住宅建築物に県産木材を活用 

した木造化・木質化・木製品の導入に対して支援する。 

 

  ２ 内容 

  （１）非住宅建築物県産材利用促進事業費補助金 

      非住宅建築物に県産木材を活用した木造化・木質化・木製品の導入に対して助成する。 

         非住宅建築物の新築、増改築の整備に係る木材購入費及びプレカット費用 10棟、木製品の導入 10件 

         補 助 先：建築主（法人、個人事業主等）※市町村除く 

        補 助 率：1/2以内（上限5,000千円/事業体） 

 

Ⅲ 事務費等 ( 2,946千円 (一)2,946千円 ) 
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 木材産業振興課                                    （単位：千円） 

 

事 業 名 

令和２年度 

 

当初予算額 

令和２年度 

 

最終予算額 

令和３年度 

 

当初予算額 

左 の 財 源  内  訳 

国庫支出金 特 定 財 源 一 般 財 源 

県産材需要拡大 

対策事業費 
173,505     188,505 175,073 40,309 

(入)  46,666 

(諸)       6 
    88,092 

  

Ⅰ  木造住宅総合推進事業費 ( 126,553千円 (国)40,309千円 (入)1,380千円 (一) 84,864千円 ) 

   １ 目的                                                                                         

 木材需要の多くを占める木造住宅の建築を促進することで木材の需要拡大を図る。 

  

  ２ 内容 

（１）こうちの木の住まいづくり助成事業 ( 116,813千円 (国) 39,600千円 (一) 77,213千円 ) 

高知県産材を使用した木造住宅の建設促進に加え、木造住宅の耐久性・耐震性・省エネ性を向上させる

ために長期優良住宅建設基準に適合した木造住宅に対し助成を行う。 

①こうちの木の住まいづくり助成事業費補助金 ( 116,800千円 (国)39,600千円 (一)77,200千円 ) 

補 助 先：住宅取得者及び住宅所有者 

補 助 額：新築･増築  84,800千円（@265千円×320戸） 

リフォーム  1,800千円（@180千円×10戸） 

補助条件：県産乾燥材を基本部位に80％以上使用 

補 助 率：JAS製材品１㎥当たり20千円、その他１㎥当たり12千円、内装木質化１㎡当たり２千円 

※長期優良住宅認定取得する場合は100千円加算 

※補助申請者の同一世帯に児童手当を受ける子どもが２人以上居る場合は１m2当たり２千円加算 

 

②職員研修負担金 ( 13千円 (一)13千円 ) 

 

（２）こうちの木の住まい普及推進事業費補助金 ( 2,561 千円 (国)709 千円 (一)1,852 千円 ) 

     木造住宅の建築促進につなげるため、消費者への情報発信を目的として民間団体が取り組む木材や

木造住宅に関する情報提供事業に対し助成を行う。 

    補 助 先：高知県木材普及推進協会 

        補 助 率：2/3以内 

 

（３）こうちの木の住まいづくり助成事業実施確認業務委託 ( 5,263千円 (一)5,263千円 ) 

      こうちの木の住まいづくり助成事業の補助金交付申請書類の受付・審査・確認業務を委託する。 

       委 託 先：公益社団法人高知県建設技術公社 

 

（４）環境共生型住宅普及促進事業委託 ( 1,916千円 (入)1,380千円 (一)536千円 ) 

   環境共生型住宅モデルハウスの維持管理等を委託する。 

    委 託 先：高知県木材普及推進協会 

 

３ 令和２年度に実施した主な事業 

こうち木の住まいづくり助成事業費：助成実績 291件（うちリフォーム15件） 

こうちの木の住まい普及推進事業（高知県木材普及推進協会）：ＰＲ番組の製作放映 
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 木材産業振興課                                    （単位：千円） 

 

Ⅱ  木の香るまちづくり推進事業費 ( 45,000千円 (入)45,000千円 ) 

  １  目的 

「木の文化県構想」に基づく「木に親しむ」、「木を活かす」活動の一環として、県産材を活用した公

共的施設等の整備や、県産木製品の導入などを支援することや幼少期から木材に触れあい親しむ体験を通

して木の良さを普及し、県産材の利用促進を図る。 

 

２  内容 

（１）木の香るまちづくり推進事業費補助金 45,000千円 

事業種、事業内容、補助対象経費、補助先及び補助率：下表のとおり 

補助期間：Ｈ30～Ｒ４ 

 

３ 令和２年度に実施した主な事業 

   公共的施設整備（木製ルーバー、ベンチ、内装整備等）：４箇所 

学校関連環境整備（机・椅子や遊具等木製品の導入、内装整備）：33箇所 

屋外景観施設等整備（休憩所、案内板、ウッドデッキ等）：5箇所 

木育推進事業：５市町 

 

Ⅲ 事務費 ( 3,520千円 (入)286千円 (諸)6千円 (一)3,228千円 ) 

事業種 公共的施設整備 学校関連環境整備 屋外景観施設等整備 木育推進 

事業内容 

 

県内のＰＲ効果の高い

公共的施設において、

玄関、ロビー等の木質

化等を行う事業 

県内の幼稚園、保育施

設、小学校、中学校、高

等学校、大学、専門学校

その他子ども達の利用

が多い放課後児童クラ

ブ、図書館等の木質化

等行う事業 

県内の観光地、市街地

等ＰＲ効果の高い場所

において、木製のバス

待合所、休憩所、案内看

板等屋外景観施設の整

備を行う事業 

乳幼児に木製の玩具等

を贈答する事業 

補助対象

経費 

(1)玄関、ロビー、その

他県民の目に触れる機

会が多い公的空間の木

質化に係る経費 

(2)玄関、ロビー、その

他県民の目に触れる機

会が多い公的空間への

木製品の導入経費 

(1)児童・生徒が利用す

る木製（県産材）の机、

椅子、遊具等の導入経

費 

(2)児童・生徒が利用す

る保育室、教室等の木

質化に係る経費 

木製のバス待合所、休

憩所、案内板、防護柵等

の導入経費 

乳幼児に配布する木製

の玩具、食器、家具等

の購入にかかる経費 

補助先 

市町村、社会福祉法人、

医療法人、財団法人、県

内に事務所を置く企

業、団体等 

市町村（一部事務組合

を含む）、市町村教育委

員会（一部事務組合を

含む）、社会福祉法人、

学校法人、財団法人、そ

の他認可外保育施設の

設置者 

市町村、団体、バス事業

者等 

市町村、広域連合、一

部事務組合 

補助率 1/2以内 1/2以内 1/2以内 1/2以内 

補助金額

の下限 

補助金額25,000円 

以上 

補助金額25,000円 

以上 

補助金額50,000円 

以上 
－ 

補助金額

の上限 

施設当たりの限度額400万円。 

一事業者当たりの事業種類別の限度額500万円 

（ただし、小・中学校の内装木質化については限度額10,000千円） 

乳幼児一人あたり 

５千円以内 
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   木材産業振興課                                                                 （単位：千円） 

 

事 業 名 

令和２年度 

  

当初予算額 

令和２年度 

 

最終予算額 

令和３年度 

 

当初予算額 

左 の 財 源  内  訳 

国庫支出金 特 定 財 源 一 般 財 源 

木質資源利用促進

事業費 
21,052 12,206 44,124 36,202        7,922 

  

 Ⅰ 木質資源利用促進事業費（ 42,635千円 (国)35,966千円 (一)6,669千円 ） 

１ 目的 

森林資源を活かした循環型社会の形成並びに新たな産業や雇用の創出に向け、木質バイオマスエネルギーの地

域循環利用の取り組みを進めるために、バイオマス利用施設等の整備、燃料の備蓄や燃焼灰収集等への支援を

行う。 

 

 ２ 内容 

（１）木質資源利用促進事業費補助金（ 42,622千円 (国)35,966千円 (一)6,656千円 ） 

①木質バイオマス利用コスト支援（ 2,456千円 (一)2,456千円 ） 

木質バイオマス利用により発生する燃焼灰を取扱うために必要な経費に対して助成を行う。 

補 助 先：市町村、農業協同組合等 

補 助 率：1/2以内 

補助対象経費：燃焼灰の収集・処理経費等 

 
 

②木質バイオマス利用施設等整備（ 35,966千円 (国)35,966千円 ） 

木質バイオマスエネルギー利用施設及び木質バイオマス供給施設の整備に要する経費に対して助成

を行う。 

補 助 先：市町村、農業協同組合等 

補 助 率：2/3以内、1/2以内※、1/3以内、15％以内 ※一部上限あり 

補助対象経費：木質バイオマスボイラーの導入経費等 

 
 

③熱利用原木確保緊急対策（ 4,200千円 (一)4,200千円 ） 

電力の固定価格買取制度が始まり大量の原木が必要となる中、既存の木質燃料製造に必要な原木の

確保を図るため、製造事業者の原木仕入れに係るコストアップ分について助成を行う。 

補 助 先：県内木質燃料製造事業者 

補 助 率：原木仕入れ価格から基準額(４千円/t)を差し引いた額の1/2以内（上限２千円/t） 

補助対象経費：原木の仕入れに係る経費（原木購入費） 

 
 

（２）職員研修負担金（ 13千円 (一)13千円 ） 

 

  ３ 令和２年度に実施した主な事業 

（１）木質バイオマス利用施設等整備 １事業体 

   燃焼灰回収コスト支援     ２事業体 

   熱利用原木確保支援      ２事業体 

 

Ⅱ 事務費（ 1,489千円 (国)236千円 (一)1,253千円 ） 
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木材産業振興課                                                                （単位：千円） 

 

事 業 名 

令和２年度 

 

当初予算額 

令和２年度 

 

最終予算額 

令和３年度 

 

 当初予算額 

左 の 財 源  内  訳 

国庫支出金 特 定 財 源 一 般 財 源 

林業・木材産業改善

資金助成事業特別

会計繰出金 

303,200     303,200     303,270   303,270     

 

Ⅰ 林業・木材産業改善資金操出金 ( 3,270千円 (一)3,270千円 ) 

  １ 目的 

    林業・木材産業改善資金貸付事業の貸付、償還及び債権の保全等の事業を円滑に行うための管理運営費

を一般会計から特別会計へ繰り出す。 

 

  ２ 内容 

    林業・木材産業改善資金管理運営費 3,270千円 

 

 

Ⅱ 木材産業等高度化推進資金操出金 ( 300,000千円 (一)300,000千円 ) 

  １ 目的 

木材産業等高度化推進資金貸付事業の実施にあたり、預託原資を造成するために一般会計から特別会計

へ繰り出す。 

 

    ２ 内容 

木材産業等高度化推進資金貸付金・預託原資（預託額の２分の１相当） 300,000千円 

 

  ３ 令和２年度に実施した主な事業 

木材産業等高度化推進資金預託原資分繰出（預託額の２分の１相当）  300,000千円 
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  木材産業振興課                                                                 （単位：千円） 

事 業 名 

令和２年度 

 

当初予算額 

令和２年度 

 

最終予算額 

令和３年度 

 

当初予算額 

左 の 財 源  内  訳 

国庫支出金 特 定 財 源 一 般 財 源 

林業・木材産業改善

資金貸付事業費 

（特別会計） 

     100,000  100,000       100,000          
（越） 75,676 

（諸） 24,324 
       

 

 １ 目的 

       無利子の資金を貸し付けることにより、林業従事者等が林業経営の改善、又は木材産業経営の改善等に取

り組むことを支援する。 

 

 ２ 内容 

    林業従事者等に対する林業・木材産業改善資金の貸付業務を行う融資機関に対して、県は貸付原資を無利

子で貸し付ける。 

貸 付 対 象 者：森林所有者、森林組合、森林組合連合会、素材生産業者、木材製造業者、木材卸売業 

  者、木材市場業者等で県の貸付資格認定を受けた者 

貸 付 限 度 額：個人1,500万円、会社3,000万円、団体5,000万円 

 ただし、木材産業に係る改善措置を実施する場合は１億円 

償 還 期 間：15年以内（据置期間を含む） 

償 還 方 法：均等年賦払い 

貸付の仕組み： 

 

 

３ 令和２年度に実施した主な事業 

林産物の新たな生産方式の導入 ２件（プロセッサ・ベースマシン、トラック） 

新たな林業部門の経営の開始 １件（フォアーダ・フェラバンチャザウルスロボ） 

 

県（林業・木材産業改善資金助成事業特別会計） 

融 資 機 関 

借  受  者 

資格認定 認定申請 

貸付 

貸付 

償還 

償還 
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  木材産業振興課                                                                 （単位：千円） 

事 業 名 

令和２年度 

 

当初予算額 

令和２年度 

 

最終予算額 

令和３年度 

 

当初予算額 

左 の 財 源  内  訳 

国庫支出金 特 定 財 源 一 般 財 源 

林業・木材産業改善 

資金管理運営費 

（特別会計） 

   3,371      3,371 3,450  
(入) 3,270 

(諸)   180 
 

  

１ 目的 

       林業・木材産業改善資金の貸付・償還及び債権の管理・保全等の事務を円滑に推進する。 

                                                                   

 ２ 内容 

（１）林業・木材産業改善資金貸付事業運営費補助金 ( 2,906千円 (入)2,726千円 (諸)180千円 ) 

      林業・木材産業改善資金を取り扱う金融機関に対して、事務経費を補助することにより円滑な融資の 

実行を図る。 

補 助 先：林業・木材産業改善資金取扱融資機関 

補助対象経費：融資機関における貸付事務経費、償還事務経費、債権の保全管理事務経費 

補 助 額：毎年度12月末貸付金残高の1.5％ 

 

（２）事務費 ( 544千円 (入)544千円 )                                                     

     令和３年度貸付に係る貸付資格の認定、貸付審査並びに平成９年度以前に貸し付けた林業改善資金の 

延滞金に係る督促、強制執行等債権回収事務に要する経費 

 

３ 令和２年度に実施した主な事業 

（１）貸付・償還事務経費の補助(平成24年度以降貸付分） 事業主体：四国銀行、高知銀行 

（２）延滞債権回収事務 償還状況通知           ８件 

            相続関係調査（戸籍謄本等取得）  １件 

面談・連絡ほか          10件 
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木材産業振興課                                                                （単位：千円） 

 

事 業 名 

令和２年度 

 

当初予算額 

令和２年度 

 

最終予算額 

令和３年度 

 

 当初予算額 

左 の 財 源  内  訳 

国庫支出金 特 定 財 源 一 般 財 源 

木材産業等高度化 

推進資金貸付事業

費（特別会計） 

    600,000      600,000     600,000  
(入) 300,000 

(債) 300,000 
 

 

 １ 目的 

 木材の生産・加工・流通の合理化、林業経営の改善を推進するため、必要な資金を金融機関に預託

し、低利で融資する。 

  

２ 内容 

（１）令和３年度 金融機関への預託額   600,000千円                                 

     ４倍協調資金  預託額   13,000千円  貸付枠     52,000千円      

     ３倍協調資金  預託額   59,000千円 貸付枠    177,000千円      

          ２倍協調資金 預託額  528,000千円 貸付枠  1,056,000千円     

 

 

 

 

（２）貸付対象者 

合理化計画又は林業経営改善計画の認定を受けた林業者、素材生産業者、森林所有者、製材業者、森林

組合、木材市場開設者若しくはそれらの組織する団体 

（３）貸 付 利 率： 保証あり0.9％、1.1%、1.2% 保証なし1.3％、1.5％、1.6％ 

（４）貸 付 期 間：１年以内 

（５）預 託 利 率：0.003％（令和３年度） 

（６）協 調 倍 率：２倍協調、３倍協調及び４倍協調 

（７）金 融 機 関：四国銀行、農林中金高松支店、高知銀行 

（８）資 金 種 類(貸付利率、貸付限度額) 

   ■合理化計画（事業経営改善計画）の認定者対象 

   ・素材生産等促進資金 

[保証あり：1.2%･1.1%(中規模事業体)･0.9%(大規模事業体、選定経営体)１億円(特認２～５億円)] 

      [保証なし：1.6%･1.5%(中規模事業体)･1.3%(大規模事業体、選定経営体)１億円(特認２～５億円)］ 

   ・新規需要創出資金 ［保証あり：0.9% １億円］［保証なし：1.3% １億円］ 

   ■合理化計画（構造改善計画）の認定者対象 

   ・木材高度加工資金［保証あり：0.9% 1億円(特認２億円)］［保証なし：1.3% 1億円(特認２億円)］ 

   ・木材安定供給資金［保証あり：0.9% 3億円(特認４億円)］［保証なし：1.3% 3億円(特認４億円)］ 

   ■林業経営改善計画の認定者対象 

・林業経営高度化推進資金 ［保証あり：1.2％ ５千万円(特認1.5億円)］ 

                             ［保証なし：1.6％ ５千万円(特認1.5億円)］ 

   ・伐採・造林一貫作業推進資金 ［保証あり：1.1%･0.9%(選定経営体) １億円(特認２億円)］ 

                                 ［保証なし：1.5%･1.3%(選定経営体) １億円(特認２億円)］ 

 
３ 令和２年度に実施した主な事業 

    金融機関への預託  600,000千円 
(参考：高度化推進資金貸付残高  17件 648,171千円 (R3.2末)) 

 

農林漁業信用基金 

借  受  者 

金 融 機 関 

県 

貸
付 

原
資 

預
託 

貸
付 

計
画
認
定 

計
画
申
請 
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木材産業振興課                                                                （単位：千円） 

 

事 業 名 

令和２年度 

 

当初予算額 

令和２年度 

 

最終予算額 

令和３年度 

 

  当初予算額 

左 の 財 源  内  訳 

国庫支出金 特 定 財 源 一 般 財 源 

 

地方債元利償還金 

（特別会計） 
     325,018      325,018      300,015  (諸) 300,015  

  １ 目的 

      木材産業等高度化推進資金貸付事業に係る、独立行政法人農林漁業信用基金からの借入金の償還及び利息

の支払を行う。 

 

  ２ 内容 

 （１）借入元金償還   300,000,000円 

 （２）借入利息支払        14,877円 

          計         300,014,877円 

 

 ３ 令和２年度に実施した主な事業 

    借入元金償還    325,000,000円 

    借入利息支払               0円 

        計        325,000,000円 

 

 

事 業 名 

令和２年度 

 

当初予算額 

令和２年度 

 

最終予算額 

令和３年度 

 

  当初予算額 

左 の 財 源  内  訳 

国庫支出金 特 定 財 源 一 般 財 源 

 

一般会計繰出金 

（特別会計） 
     325,000      325,000      300,000  (諸) 300,000  

 １ 目的 

      木材産業等高度化推進資金貸付事業に係る金融機関への預託金について、償還預託金及び納入利息のう

ち、独立行政法人農林漁業信用基金への元利償還金を差し引いた額を一般会計に繰り出す。 

 

 ２ 内容 

   一般会計繰出金                        300,000,000円  ［ ＝（１）－（２） ］ 

      （１）金融機関からの預託金償還金     600,000,000円 

     （２）信用基金への償還元金       300,000,000円 

 

 ３ 令和２年度に実施した主な事業 

   一般会計繰出            325,000,000円 
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